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厚
生
労
働
省
で
は「
平
成
30
年
若

年
者
雇
用
実
態
調
査
」を
今
年
の
９

月
22
日
か
ら
11
月
30
日
に
か
け
て
実

施
し
ま
す
。

○
調
査
の
目
的

少
子
高
齢
化
が
進
展
す
る
な
か
、

15
〜
34
歳
の
若
年
労
働
力
人
口
は
減

少
が
続
く
見
込
み
で
す
。
一
方
で
、

新
卒
者
の
離
職
率
は
、
卒
業
後
３
年

で
大
卒
者
の
３
割
、
高
卒
者
の
４
割

に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
労
働
力
人
口
が
減
少

し
、
若
年
者
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
が
生
じ
る
な
か
、
時
代
を
担

う
べ
き
若
年
者
が
安
定
し
た
雇
用
の

な
か
で
経
験
を
積
み
な
が
ら
職
業
能

力
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
有
す
る
能
力

を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
若
年
雇
用
対
策
を
総
合

的
・
体
系
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で「
勤
労
青
少
年
福
祉
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
改
正
に

よ
り
、「
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
」に
題
名
変
更
。
以

下「
若
者
雇
用
促
進
法
」と
い
う
）が

２
０
１
５
年
９
月
に
成
立
し
、
同
年

10
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
調
査
は
、
事
業
所
に
お
け
る
若

年
労
働
者
の
雇
用
状
況
、
若
年
労
働

者
の
就
業
に
関
す
る
意
識
な
ど
若
年

者
の
雇
用
実
態
に
つ
い
て
、
事
業
所

側
、労
働
者
側
の
双
方
か
ら
把
握
し
、

若
者
雇
用
促
進
法
施
行
前
後
の
実
態

の
変
化
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
若
年
者
の
雇
用
に
関
す
る
諸
問

題
に
的
確
に
対
応
し
た
施
策
の
企

画
・
立
案
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

○
調
査
の
対
象

調
査
の
対
象
は
常
用
労
働
者
５
人

以
上
の
事
業
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出

し
た
約
１
万
７
０
０
０
事
業
所
と
、

そ
の
事
業
所
に
お
い
て
就
業
し
て
い

る
15
〜
34
歳
の
若
年
労
働
者
約
３
万

人
で
す
。

○
調
査
の
結
果

前
回
調
査
は
２
０
１
３
年
に
実
施

し
て
お
り
、
調
査
の
結
果
は
厚
生
労

働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

な
お
、
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
内

容
は
、
統
計
以
外
の
目
的
に
は
使
用

し
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
っ
た
事
業
所
と
若
年
労

働
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
本
調
査
の
趣

旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
調
査
に
ご
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協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
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